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Ⅰ 家庭系廃棄物有料化導入の背景 
 

社会経済の発展に伴い、廃棄物は質的に多様化し、その処理が社会的な問題になってい

ます。従来の廃棄物処理は、焼却や埋立てを中心に、排出された廃棄物をいかに適正処理

するかという点に重点を置いてきましたが、現在は、発生・排出抑制と資源の有効利用等

に努めた持続的発展が可能な社会を目指すことが求められています。 

環境省は、平成１７年５月に廃棄物処理法に基づき「廃棄物の減量その他その適正な処

理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」を改正しました。 

この改正により、市の役割として「経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出

抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進めるため、

一般廃棄物処理の有料化の推進を図るべきである。」との記載が追加され、国全体の施策

の方針として一般廃棄物処理の有料化を推進するべきことが明確化されています。  

また、この基本方針では、国の役割として「その区域内における廃棄物の減量その他そ

の適正な処理の確保のための取り組みが円滑に実施できるよう、一般廃棄物の処理に関す

る事業のコスト分析手法や有料化の進め方並びに一般廃棄物の標準的な分別収集区分及

び適正な循環的利用や適正処分の考え方を示すことなどを通じて技術的及び財政的な支

援に努めるとともに、広域的な見地から調整を行うことに努めるものとする。」と定めら

れたことに基づき、自治体が有料化の導入または見直しを実施する際に、参考となる「一

般廃棄物有料化の手引き」を平成１９年６月に作成しています。 

東京都市長会においても、多摩地域におけるごみゼロ社会を目指して、平成１３年１０

月に「平成１５年度を目途に全市において家庭ごみの有料化を進める」との提言がなされ

ていました。 

こうした背景から家庭系廃棄物有料化については全国的な広がりとなり、すでに５０％

以上の自治体が実施し、多摩地域においても平成２５年度中の実施予定を含め、２６市中

２１市が実施をしております。 

そこで、当市では、平成２４年７月２３日付で市長の附属機関である東大和市廃棄物減

量等推進審議会へ「廃棄物の減量対策と処理費用の負担のあり方について」諮問を行い、

発生・排出抑制と資源の有効利用等に努めた持続的発展が可能な社会を目指すことを念頭

に審議を行っていただき、その結果、当市の廃棄物処理における課題の解決に向け、市民

及び事業者と協働で取り組む廃棄物の減量や排出量に応じた負担の公平化及び住民意識

の改革を進めていくため、家庭系廃棄物の有料化を導入することが適当であるとの意見で

一致し、今後、市においては、本答申を十分参考にし、事業の実施に向けて、更なる廃棄

物の減量と適正処理を図られたいとの答申を平成２５年５月に受けました。 

市では、本答申を十分参考にし、事業の実施に向けて、更なる廃棄物の減量と適正処理

を図る観点から「家庭系廃棄物有料化方針（素案）」を策定しました。 
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Ⅱ 東大和市の廃棄物処理における課題 
【東大和市一般廃棄物処理基本計画（ごみゼロプラン）より】 

（１ 廃棄物収集 

ア 市民及び事業者と協働で取り組む廃棄物の減量化 

可燃ごみや不燃ごみに含まれる資源物の分別による減量、資源物の民間回収ルートを

活用した排出方法など、廃棄物の排出抑制が得られるよう、意識改革につながる減量施

策を展開します。 

イ 容器包装廃棄物に係る行政関与の低減 

容器包装リサイクル法では、収集・選別・保管の業務が、市町村の役割となってい

ることから、それらに係る費用の増大が課題となっています。 

ペットボトルや白色トレイなどの容器包装廃棄物については、店頭回収の拡充を図

り、民間回収ルートによるリサイクルを推進する必要があります。 

また、市民の意識改革や消費活動に変化を生むことにより、生産者に対し、       

リサイクルが容易で、かつ長期使用に耐えられる製品の開発へ誘導することができま

す。 

ウ 拡大生産者責任の確立 

廃棄物の減量を効果的に進めていくためには、循環型社会形成推進基本法の    

基本理念の一つである拡大生産者責任の確立が必要です。 

そのため、ゼロエミッション活動（生産の過程で排出される廃棄物等を徹底的に  

分別し、リサイクルすることで工場の廃棄物や排熱が、自然界へ排出されることを   

限りなくゼロに 近づけること）の普及など、企業の社会的責任の確立を強力に進め

ていく必要があります。 

エ 家庭系廃棄物有料化の導入 

平成１９年６月、環境省において、一般廃棄物の排出抑制、排出量に応じた負担の 

公平化及びごみに対する住民意識の改革を目的として、「一般廃棄物処理有料化の  

手引き」が示されています。 

有料化に当たっては、現状の把握及び課題の整理、効果の検討、手数料の体系、手

数料の徴収方法等、導入に向けた対応が必要となっています。 

オ 戸別収集の導入 

現在のステーション収集では、利用者間のトラブルや事業系一般廃棄物と       

家庭系廃棄物の適正排出等、様々な課題の解消が求められていることから、       

家庭系廃棄物の収集方式は、現在のステーション方式から戸別収集方式へと      

変更することが必要です。 

また、戸別収集では、排出者責任が醸成され、廃棄物の減量効果も期待され、戸別

収集方式への移行により、かんがるーや公共施設を拠点とする行政回収は廃止を検討

します。 
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（２ 中間処理 

ア リサイクル施設 

現在の市の施設は、暫定施設となっており、処理能力や保管スペースに限界があり、

経年化による設備の老朽化の課題もあります。 

イ ３市共同資源化事業 

当市、小平市、武蔵村山市及び小平・村山・大和衛生組合（以下「衛生組合」とい

う。）の４団体では、衛生組合の焼却施設の更新を視野に入れ、今後増え続けるその他

プラスチック（現在収集を行っている容器包装プラスチック）等について、排出抑制

や資源化基準の統一を図ることと併せ、「３市共同資源物処理施設の整備」と「粗大ご

み処理施設の更新」を行うための、３市共同資源化事業について検討を行っています。

平成２５年１月、これまで進めてきた事業の変更と今後の事業推進に係る方向性を定

めた「３市共同資源化事業に関する基本事項について」を、３市と衛生組合の４団体

で確認しており、事業の推進に向けて４団体が一致した行動をとっていく必要があり

ます。 

ウ 衛生組合 

粗大ごみ処理施設は、建物の老朽化の他、騒音、臭気等の環境対策を十分に行うこ

とが難しいため、平成１６年３月に衛生組合が作成した「ごみ処理事業基本計画」に

おいて、平成２０年度の竣工を目途に進めてきましたが、３市共同資源物処理施設の

整備と併せた施設の更新が、喫緊の課題となっています。 

また、焼却施設については、３市共同資源化事業の進捗に合わせ、平成３３年度の

施設更新が予定されています。 
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（３ 最終処分 

東京たま広域資源循環組合（以下「循環組合」という。）では、二ツ塚処分場（日の

出町）への廃棄物搬入量について、組織市それぞれに配分量を設け、減容化を義務付

けています。 

現在、当市における焼却灰の搬入状況は、搬入配分量を上回っている状況に     

あることから、更なる廃棄物の減量に努めていくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 

 

４ 市民活動への支援 

市民意識の改革を推進するため、諸活動への支援を継続していく必要があります。 

また、市民と行政は、互いに協力し合い共通の認識のもと、課題に取り組んで     

いくことが重要です。 

 

（５ 廃棄物処理費用の適正化 

廃棄物処理に係る財政負担の軽減 

市民・事業者から排出される廃棄物の減量を図ることで、財政負担の軽減が      

見込まれます。 

特に、衛生組合と循環組合の分担金の算出に当たっては、搬入量が基準となる    

ことから、排出者責任を促し、減量意識を高めていくことが必要です。 
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Ⅲ 今後の排出物の発生と処理目標 

 市民、事業者、行政がそれぞれの役割と責任分担のもと、廃棄物の発生抑制と再利用に

努めていきます。 

 廃棄物減量の推進指標として、次の３つの目標を設定しています。 

【東大和市一般廃棄物処理基本計画（ごみゼロプラン）より】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考資料＞
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年間排出量（ｔ／年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当市における排出量の将来推計については、次の方法で算出しました。 

①検討データ 

平成２３年８月人口推計結果、第四次基本計画等の廃棄物減量推進指標及び平成２３年

度排出原単位 

②推計方法 

 各年度人口推計値×各年度一人１日当たりの排出量×365日
※

÷1,000,000 

 ※閏年は考慮しない。 

 

有料化導入後 実績値 減量推進指標 実績値 人口推計
(a*b*365日)/1000000 (b*c*365日)/1000000 a b c

平成２３年度 23,454 23,454 759.9 84,560
平成２４年度 23,732 23,732 756.1 85,562
平成２５年度 23,885 23,885 752.3 86,116
平成２６年度 23,782 24,144 748.5 87,048
平成２７年度 22,757 24,295 711.8 87,591
平成２８年度 22,729 24,413 707.5 88,017
平成２９年度 22,896 24,519 709.6 88,400
平成３０年度 22,481 24,615 694.0 88,748
平成３１年度 22,086 24,699 679.5 89,051
平成３２年度 22,150 24,771 679.5 89,309
平成３３年度 22,197 24,823 679.5 89,497

759.9
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Ⅳ 家庭系廃棄物有料化の目的 

１ 家庭系廃棄物の有料化 

家庭系廃棄物の有料化とは、日常生活に伴って家庭から発生する廃棄物について、排出

者である市民自身が処理手数料を負担する仕組みのことをいいます。 

２ 家庭系廃棄物有料化の状況 

平成２５年４月現在、循環組合の構成団体である多摩地域２６団体中１９団体において

家庭系廃棄物の有料化が導入されており、廃棄物減量の促進に効果をあげております。                                    

 

３ 家庭系廃棄物有料化の目的 

家庭系廃棄物の有料化を導入する最大の目的は、ごみの減量化と財政負担の軽減です。 

限られた資源を有効に活用するとともに、可能な限り廃棄物を減らすことによって、焼却

施設や最終処分場の負担軽減を図っていく必要があります。 

こうしたことから、新たな仕組みづくりが必要であり、減量施策の推進を図るひとつの手

段としても有料化の導入は大きな意義を持ちます。 

家庭系廃棄物有料化は、市民の皆さんの廃棄物に対する減量意識が一層高まり、最終的に

は、廃棄物の排出抑制が図られるとともに、最終処分場の延命化に貢献するものです。 

家庭系廃棄物有料化によって得られる具体的な成果は、多岐にわたることが見込まれます

が、次に掲げる３項目が主なものです。 

（１）市民と事業者が協働で取り組む廃棄物の減量 

家庭系廃棄物有料化によって市民の皆さんが負担するごみ処理手数料は、廃棄物処理に

要する経費、資源化のための中間処理経費や減量化・資源化対策に要する経費など、廃棄

物処理経費に充てることで施策の充実が図れ、循環型社会の構築が期待できます。 

現在、家庭等から排出される廃棄物については、行政において収集・運搬及び処理を行
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っております。この処理にかかる経費は、全額が市民の皆さんからの税金で賄われていま

す。 

したがって、廃棄物の処理量が増えるほど、市の負担は大きくなることにつながります。

行政が処理する廃棄物量を減尐させ、処理に必要となる市の費用負担を削減することによ

り、貴重な税金は、より有効な使い方ができます。 

市民・事業者・行政が一体となり「東大和市一般廃棄物処理基本計画（ごみゼロプラン）」

に基づく、発生抑制（リデュース）・再使用（リユース）・再利用（リサイクル）の推進

に取り組むことで、行政と市民が情報を共有できる仕組みをつくることや、分別の徹底や

減量の促進が図られるよう、市民参画や市民行動を進める施策へとつなげていくことが求

められます。 

（２）排出量に応じた負担の公平化 

これまでのように、廃棄物処理経費を全て税だけで賄うという方法では、廃棄物を減ら

す努力をしている人もそうでない人も、排出する廃棄物の量に関係なく廃棄物処理経費を

負担していることになります。有料化を実施することで排出する廃棄物の量に応じて費用

を負担することになり、廃棄物を減らす努力が報われることになるので、費用負担の面で

より公平なものになります。 

（３）住民意識の改革 

ペットボトル等の資源物について製造事業者等は製品を消費者に販売したら終わりで

はなく、販売後の廃棄物については、製造事業者等の負担により、回収・処分するという

拡大生産者責任の考え方に基づく処理が求められています。 

しかし、わが国の拡大生産者責任は、「分担責任」のシステムになっていることから製

造事業者等に処理費用の一部について負担を求めるもので、全責任を製造事業者等に負わ

せるものでないため、廃棄物の発生抑制を促すものではなく、責任も負担も多くが自治体

と住民に残されたままになっています。 

当市においても環境への負荷をできるだけ低減し、持続的発展が可能な循環型社会を構

築していくために、分別の徹底や廃棄物の減量を推進するための前提として、適正な分別

やごみの排出ルールの順守など、廃棄物を排出する者としての責任を市民一人ひとりが持

つことと、生産・流通の段階にまで遡り、拡大生産者責任の原点に立ち、製造事業者等の

社会的責任を明確化すること、すなわちリサイクルの適正ルートを確立するには住民意識

の改革が不可欠です。 

家庭系廃棄物が有料化されると、廃棄物を排出する市民は廃棄物処理経費を目に見える

形で確認できるようになり、廃棄物処理やリサイクルに対する関心が高まり、過剰包装を

断るなど、家庭に廃棄物となるものを持ち込まないという人々が増え、廃棄物の排出抑制

が進むと考えられます。 
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 ごみ処理経費

13,644円 32,206円

(14,047円) (33,484円)
11億5,175万円

負
担
金

清掃工場 3億6,612万円 4,337円 10,238円

最終処分場 2億2,132万円 2,622円 6,188円

ごみ処理事業経費
（　）内は平成22年度実績

経費区分 平成23年度
市民1人当たり
年間負担額

１世帯当たり
年間負担額

ごみ収集運搬等諸経費 5億6,431万円 6,685円 15,780円

また、資源物を廃棄物にしないような分別が徹底され、ペットボトル等は店頭回収をは

じめとするリサイクルが促進される効果も期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 家庭系廃棄物有料化の目標 

平成２１年４月から市内全域を対象に開始した容器包装プラスチックの収集と    

可燃ごみの排出見直しを実施し、市民の皆様のご協力により不燃ごみの量は大幅に減尐

しています。 

しかし、処分場が有限の施設であることに変わりはありません。二ツ塚処分場に続く

最終処分場の確保は困難な状況であり、この処分場を可能な限り長く使い続けることが

できるよう、更なる廃棄物の減量が求められています。 

循環組合では、二ツ塚処分場への廃棄物搬入量について、組織市それぞれに配分量を

設け、減容化を義務付けております。しかし、当市における焼却灰の搬入状況は、配分

量を上回っており、超過金を支払っている状況にあります。 

今後は、超過金の支払いをなくし、貢献することを目指します。 
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Ⅴ 家庭系廃棄物有料化の実施内容 

１ 有料化の対象範囲 

（１） 有料化の対象とする廃棄物 

市が収集する家庭系廃棄物のうち、有料化の対象とするのは、「可燃ごみ」「不燃ごみ」

及び「資源物」とします。 

なお、各家庭から排出される一般廃棄物のうち、容積比で約６割（重量比では２～３割）

を占めている容器包装廃棄物をはじめとする資源物については、容器包装リサイクル法に

基づく再商品化のために中間処理経費を必要としていることから、有料化の対象とします。 

品    目 有料化による期待 有料化による懸念事項 

可燃ごみ 
紙類・布類の混入減尐 

生ごみの減量 

不法投棄 

落葉等、清掃活動への対応 

不燃ごみ 埋立てごみの減量 
不法投棄 

他のごみ区分への混入 

資源物 

容器包装プラスチック 

かん・びん・ペットボトル 

買い物袋持参によるレジ袋 

の削減 

過剰包装の抑制 

不法投棄 

 

（２） 有料化の対象から除外する廃棄物（一定量とするものも含む） 

  ①有害物（蛍光管、乾電池、水銀体温計等） 

※指定袋の外袋を用いて排出された場合に無料で収集します。 

②地域の環境美化のための清掃で回収された廃棄物 

 ※専用袋（申し出により交付）で排出された場合に無料で収集します。 

③紙おむつ（公的支給を受けているおむつは除く） 

※専用袋（申し出により交付）で排出された場合に無料で収集します。 

④地域緑化推進の観点から枝木、落ち葉 

※枝木については、５０㎝を超えない範囲で、ひもで束ねた状態で排出された場合

に無料で収集します。（１回の排出に当たり２束まで） 
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２ 手数料負担の仕組み 

（１） 単純従量制 

廃棄物処理の負担方法は、ごみ袋１枚目から単純に手数料を徴収する「単純従量制」を

採用することとします。 

（２） 手数料の徴収方法 

指定袋制 

廃棄物を排出する市民にとって取り扱いが容易で、廃棄物の減量の効果が実感しやすく、

負担の公平性が確保されるなどの利点があることから、指定廃棄物袋制とします。指定袋 

は、その大きさは、家族構成などによって差が生じることから、５ℓ、１０ℓ、２０ℓ、４０

ℓの４種類の指定袋を作成します。 

これにより、排出量に応じた手数料の負担が可能になります。 

また、袋が指定されることにより、分別の徹底が図られるものと考えられます。 

（３） 手数料の支払方法 

ごみ処理手数料の支払については、市が指定する取扱店で手数料を納付することで指定

袋を交付します。 

取扱店は、市民から預かった手数料を市に納付することとします。 

また、取扱店については、市民が指定袋を購入しやすいよう利便性を考慮し、東大和市

商工会を通じて、市内各地域のスーパーマーケットやコンビニエンスストア、小売店等、

広く募集することとします。 

 

《手数料の流れ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手
数
料
の
納
付 

 
指
定
袋
の
納
品 

指定袋の納品 

手数料の納付 手数料の支払い  

市 民 

 

商工会 

 

取扱店 

指定袋の交付 

 

東大和市 
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３ 手数料の設定 

東大和市廃棄物減量等推進審議会の答申では、有料化に伴う手数料の設定については、

環境省が示す「一般廃棄物処理有料化の手引」（平成１９年６月環境省大臣官房廃棄物・リ

サイクル対策部廃棄物対策課）の中で例示されている「収集運搬及び施設の運営管理費用

に対して、概ね２０%若しくは１／３を負担」の考え方を準用し、廃棄物減量効果の状況

を見据えながら、単位容量当たりの単価を参考に市民の受容性や多摩地域の導入自治体の

手数料額を考慮して決定することとし、有料化の目的に対する効果を踏まえ、ごみの排出

抑制の経済的インセンティブが働く水準とする必要があることから、概ね目安として「収

集運搬及び施設の運営管理費用に対して、１／３の負担」とすることが望ましいとの方向

性を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※かさ比重（見掛比重） 

個体の単位体積あたりの質量のことです。 

 綿１０㎏と鉄１０㎏と同じ重さでも、容積に置きかえると違いが生じます。 

廃棄物の品目（可燃ごみ、不燃ごみ）において、重量と容積の違いがあります。 

今回お示ししている「可燃ごみ０．１５㎏／ℓ（１ℓあたり０．１５㎏）」とは、各自治体

で用いている数値で「サンプルに基づいた統一的な数値」です。 

可燃ごみ等は指定袋により排出しますので、重量を容積で換算し、手数料を求める必要

があります。 

したがって、かさ比重（見掛比重）を用いて手数料算出に必要な１ℓ当たりの費用を求め

ると、 

  
可燃ごみ      かさ比重（見掛比重）   （１ℓ当たりの費用） 

４６．５（円/㎏） ×  ０．１５（㎏/ℓ）  ＝   ７．０円   となります。 

 

排出量 単　価 ※かさ比重 対象割合

収集経費 処理・処分 （㎏） （円／㎏） （㎏／ℓ）  1/3 (円)

可燃ごみ 208,644 547,493 － 16,295,380 46.5 0.15 7.0 2.4

不燃ごみ 12,639 33,484 － 1,003,820 46 0.26 12.0 4.0

資源物 － 58.6 0.15 8.8 3.0

資源物
（売払収入控除） 80,248 41.3 0.15 6.2 2.1

粗大ごみ 25,734 6,462 － 255,200 126.2 － － －

有害ごみ 444 2,846 － 26,834 122.7 0.22 27.0 －

その他 － 1,243,029 － － － －

家庭系ごみ１㎏当たりの処理単価及びごみ袋１ℓ当たりの単価 　　　　 　　     　　　　　　　　（平成２３年度決算）

188,105 84,273 4,655,291

※その他については、事務経費や集団回収による排出量も含んでいる。
※かさ比重については、導入自治体を参考にしている。

41,627

品　　　　目
経　　費（千円）

売払収入
１ℓ当たり
の 費 用
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袋の大きさ 5 ℓ 10 ℓ 20 ℓ 40 ℓ

価格 10 円 20 円 40 円 80 円

可燃ごみ 平均世帯（人数） 蓄積日数 かさ比重 

456.00 ｇ × 2.36 人 × 3.5 日 ＝ 3.8 ㎏ ÷ 0.15  ㎏/ℓ ＝ 25 ℓ × 月 8 回 8 枚 8 枚

週２回の回収

不燃ごみ

30.50 ｇ × 2.36 人 × 30 日 ＝ 2.2 ㎏ ÷ 0.26  ㎏/ℓ ＝ 8 ℓ × 月 1 回 1 枚

月１回の回収

容プラ

30.90 ｇ × 2.36 人 × 7 日 ＝ 0.5 ㎏ ÷ 0.15  ㎏/ℓ ＝ 3 ℓ × 月 3 回 3 枚

週1回の回収

かん、びん、ペットボトル

37.00 ｇ × 2.36 人 × 15 日 ＝ 1.3 ㎏ ÷ 0.15  ㎏/ℓ ＝ 9 ℓ × 月 2 回 2 枚

月２回の回収

合　計

110 円 60 円 320 円 490 円

1ℓ当たり2円

平成２５年３月末時点での多摩地区１９市の有料化実施市の平均手数料額は、可燃ごみ及

び不燃ごみともに、単位容量当たり２円／ℓとなっています。 

市民にとって過度な負担とならないことを踏まえ検討したところ、 

指定袋１ℓ 当たりの単価は、２円が適当と判断し、 

袋の大きさに応じた手数料を設定します。 

 

【 指定袋の価格 】 
 

※廃棄物の種別により、指定袋の区別はしません。 

 

 

 

４０ℓ 

２０ℓ 

５ℓ            １０ℓ                                

１０円      ２０円       ４０円           ８０円 
 
 
 

＜参考資料＞ 

【市民生活への影響額（一世帯１月当たりの負担シミュレーション）】 

           平成２３年度行政報告書から小平・村山・大和衛生組合への搬入量（収集分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 分別区分ごとの取り扱い等は、次ページのとおりです。 
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【分別区分ごとの取り扱い等】 

 

 

例：○○地区 

 月 火 水 木 金 

１週 容器包装プラスチック 可燃ごみ 
かん・びん 

ペットボトル 
 可燃ごみ 

２週 容器包装プラスチック 可燃ごみ 
不燃ごみ 

・有害物 
紙類・布類 可燃ごみ 

３週 容器包装プラスチック 可燃ごみ 
かん・びん 

ペットボトル 
 可燃ごみ 

４週 容器包装プラスチック 可燃ごみ  紙類・布類 可燃ごみ 

種類 分別区分 料金設定 収集回数 収集方法 収集運搬の方法 排出方法

１週間に２回

（指定曜日）

月に１回

（指定曜日）

かん

びん

ペットボトル

新聞紙

雑誌

雑紙

段ボール

布類

紙パック

　※４　民間業者により、実施する。

資源物

※２

容器包装
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

１週間に１回
（指定曜日）

月に２回　※２

（指定曜日）

　※１　集合住宅等においては、ステーション収集。

委　　託

委　　託

月に２回

（指定曜日）

戸別収集

戸別収集　※１

及び

店頭回収　※３

可燃ごみ 戸別収集　※１

不燃ごみ

１回当たり
指定袋２袋まで

有料

かん、びん、ペットボトルの
排出方法については、
・かん、びんについては、混
合で指定袋により排出する
・ペットボトルについては、単
独で指定袋により排出する

１回当たり
指定袋２袋まで

　※３　商工会との調整により、事業者による店頭回収を実施する。

戸別収集　※１不燃ごみ

可燃ごみ

有料

―
民間収集　※４

（戸別収集）

　※２　資源物収集については、当面の間月２回で実施。
　　　　 ただし、将来的には資源物（びん、カン、ペットボトル）の行政収集ゼロを目指します。
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４ 手数料の一部免除 

家庭系廃棄物有料化は、新たな経済的負担を伴う仕組みであることから、その実施に当た

っては、低所得者等に対する経済的負担の軽減を考慮し、手数料を免除します。 

手数料の免除については、天災その他特別の理由があると認めるときに行うほか、子育て

支援や高齢者福祉及び障害者福祉などの観点から、別表のいずれかに該当する場合について

は、該当者からの申請等に基づき審査を行い、手数料の一部免除の対象とすることとします。 

ただし、手数料の免除は、ごみの減量化や費用負担の公平性の確保という有料化の目的を

考慮し、負担すべき費用の全てを免除するのではなく、別表に掲げる枚数を限度に一定の枚

数の指定袋を交付するなどの方法により手数料の一部を免除することとし、対象者にも一定

のごみ減量の努力を促すような仕組みを構築します。 
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別表 

            対象世帯  
指定収集袋の枚数 

（１世帯につき１年当たり） 

①天災その他特別の理由があると認めるとき １００枚 

②生活保護法の扶助を受ける者の属する世帯  １００枚 

③児童扶養手当法（昭和 36年法律第 283号）の児童扶養手当の

支給を受ける者の属する世帯で、かつ、市民税が非課税の世帯 

１００枚 

④特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和 39年法律第

134号）により特別児童扶養手当の支給を受ける者の属する世帯

で、かつ、市民税が非課税の世帯   

１００枚 

⑤中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第 30号）の扶助を受ける者の

属する世帯 で、かつ、市民税が非課税の世帯 

１００枚 

⑥国民年金法（昭和 34年法律第 141号）の規定により老齢福祉

年金の支給を受ける世帯で、かつ、市民税が非課税の世帯   

１００枚 

⑦７５歳以上の者のみの世帯で収入が年金のみの収入で、かつ、

市民税が非課税の世帯（※ただし、施設等の入所者を除く）   

１００枚 

⑧身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）の規定による身

体障害者手帳を所持する者（障害の程度が１級又は２級と記載

されたものに限る。）が属し、かつ、市民税が非課税の世帯  

１００枚 

⑨精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25年法律第

123号）の規定による精神障害者保健福祉手帳を所持する者（障

害の程度が１級又は２級と記載されたものに限る。）が属し、

かつ、市民税が非課税の世帯  

１００枚 

⑩東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持

する者（障害の程度が１度又は２度と記載されているものに限

る。）が属し、かつ、市民税が非課税の世帯  

１００枚 

⑪その他市長が特別の理由があると認めた者 １００枚 

備考 

１ 指定袋の枚数は、１世帯につき１年当たりの枚数とし、市長が決定する免除の期間に

おける月数に応じてあん分して得た枚数を交付する。この場合において、当該あん分し

て得た枚数に１未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 指定袋の種別は、原則として１人世帯は１０ℓ袋、５人以上の世帯は４０ℓ袋、それ以

外の世帯は２０ℓ袋とする。 

３ 世帯の区分が重複する場合については、１区分の枚数を交付する。 

４ 「市民税が非課税」とは、手数料の減免の申請時における世帯の課税状況によるものと

する。 
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５ ごみ処理手数料の使途 

  ごみ処理手数料による収入は、廃棄物の収集運搬及び処理、処分費用の一部に充てる

ほか、廃棄物の減量化・再資源化に係る施策や環境に関する活動支援施策等の財源にし

ていく。 

 【施策（案）】 

  ・生ごみ処理機の購入費補助制度の新設 

  ・マイバッグ運動の推進（小売店との協働、市独自ポイント制度の検討等） 

  ・エコショップ制度の導入（過剰包装の自粛、量り売りの推進、リサイクル商品の 

販売等、協力店舗を募り、市報やホームページで紹介する。） 

  ・不法投棄対策 

  ・環境に関する活動を継続的に行う団体等への活動支援 

・戸別収集の導入  

 

６ その他、留意すべき事項 

  （１）不法投棄対策 

      廃棄物の有料化により、不法投棄と集積所以外の拠点場所への排出が問題と

なり、公園や公共施設、スーパーマーケットなどのごみ箱への投棄が懸念され

る。これらの問題については、事業者や施設管理者との連携を図るとともに、

啓発や指導によって適正な排出が行われるよう協力を求めていかなければなら

ない。 

  （２）啓発の促進 

      廃棄物有料化の実施に当たっては、様々な機会を通じて市民説明を行うとと

もに、その意義や目的を市民に正しく伝え、理解を求めることが必要となる。 

  （３）マナー違反対策 

      指定袋の未使用や分別の不徹底など、ルールが守られないケースが想定され

る。 

      有料化導入後は、啓発ステッカーの活用やマナーが守られていない地域での、

さらなる協力依頼等を行う必要がある。 
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Ⅵ 今後のスケジュール 
今後のスケジュールは次のとおりです。８月に実施した家庭系廃棄物有料化方針（素

案）の市民意見公募を踏まえて、９月に家庭系廃棄物有料化方針（案）を策定します。 

１２月には、家庭系廃棄物有料化に関する条例改正案・補正予算案提出し、可決され

た後、家庭系廃棄物有料化の実施に向けた市民説明会を開催します。 

そして、家庭系廃棄物有料化は、平成２６年１０月１日から実施する予定です。 

なお、戸別収集については、８月頃から試行として実施する予定です。 

 

今後のスケジュール（予定） 

時   期 内   容 

平成２５年８月 

家庭系廃棄物有料化方針（素案）策定 

家庭系廃棄物有料化方針（素案）市民説明会の開催及び市民
からの意見公募 

平成２５年９月 家庭系廃棄物有料化方針（案）策定 

平成２５年１０～１１月 
廃棄物減量等推進審議会及び市議会議員に家庭系廃棄物有料
化方針（案）の内容説明 

平成２５年１２月 家庭系廃棄物有料化に関する条例改正案・補正予算案提出 

平成２６年１～３月 指定袋の入札・作成 

平成２６年４～９月 
家庭系廃棄物有料化の実施に向けた市民説明会の開催 

家庭系廃棄物有料化の実施に伴う関係機関との事務調整 

平成２６年８月頃～ 戸別収集の試行（予定） 

平成２６年９月頃～ 指定袋販売開始（予定） 

平成２６年１０月～ 家庭系廃棄物有料化の実施 
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Ⅶ 家庭系廃棄物有料化のこれまでの経緯 

 

平成２４年７月２３日  東大和市廃棄物減量等推進審議会（以下「審議会」という。）へ

「廃棄物の減量対策と処理費用の負担のあり方について」諮問

する。 

 

 

平成２５年５月１５日  審議会から「当市の廃棄物処理における課題の解決に向け、市

民及び事業者と協働で取り組む廃棄物の減量や排出量に応じた

負担の公平化及び住民意識の改革を進めていくため、家庭系廃

棄物の有料化を導入することが適当である」との答申を受ける。 

 

 

６月１９日  市議会全員協議会において、審議会からの答申「廃棄物の減量

対策と処理費用の負担のあり方について」を説明する。 

 

 

７月１７日  ごみ減量シンポジウムの開催 

テーマ「廃棄物の減量対策と処理費用の負担のあり方について」 

 

 

７月１３日、１７日  市長タウンミーティングの開催 

テーマ「家庭系廃棄物の有料化と戸別収集について」 
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Ⅷ 家庭系廃棄物有料化の周知 

家庭系廃棄物の有料化を円滑に実施するためには、有料化の目的や実施内容などに対する

市民の十分な理解と協力が必要であり、市では、今後、市民の皆さんへのきめ細かな周知啓

発と広報活動を行っていきます。 

 

１ 説明会の開催 

自治会、町内会等を対象とした住民説明会を開催するとともに、出前講座等を活用してそ

れ以外の各種団体についても適宜説明する機会を設けます。 

 

２ 各種周知啓発 

（１）市報やホームページによる情報提供を行います。 

（２）制度内容や廃棄物の出し方等の詳しい情報を記載したパンフレットを作成し、全世帯

に配布します。 

（３）公共施設、小売店等へのポスターの掲示とチラシの配布を行います。  
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Ⅸ 廃棄物の減量化の推進に向けて 

家庭系廃棄物有料化の実施と他の減量化・資源化施策等に取り組むことで、より一層のご

みの減量化が進むと考えられることから、次の施策も有料化と併せて継続的に取り組んでい

きます。 

また、有料化の実施に伴って懸念される廃棄物の不適正排出、不法投棄を防止するための

対策にも努めます。 

１ 廃棄物の減量化の推進に向けた施策 

（１）資源物（びん、かん、ペットボトル）を中心とした小売店等による店頭回収に対する

働きかけを行います。 

（２）環境教育の一環として、家庭と連携したリサイクル活動を推進する観点から、市内小・

中学校を拠点とした資源物（びん、かん、ペットボトル等）回収のリサイクル活動の

体制づくりに努めます。 

（３）市民の皆さんによる生ごみの自己処理を促進するため、引き続き生ごみたい肥化を支

援します。 

（４）レジ袋は、市民がマイバックを持参することにより削減することが可能であり、販売

事業者、環境団体、消費者団体などと連携してマイバック持参運動を進めます。 

（５）広報及びホームページ等を利用し、ごみの減量やリサイクルに関する情報を提供します。 

２ 収集頻度の見直しに向けた施策 

（１）今まで行政収集していた「紙類」、「布類」については、民間事業者による収集を導

入し、資源物を分別収集・リサイクルします。 

（２）民間回収ルートによるリサイクルを推進することで、資源物（びん、かん、ペットボ

トル）を中心とした小売店等による店頭回収が進むことから、廃棄物や資源物の収集

頻度が見直され、行政関与の低減が図られます。 

したがって、将来的に資源物（びん、かん、ペットボトル）の行政収集ゼロを目指し

ます。 

３ 不適正排出者、不法投棄の防止に向けた施策 

（１）警察署等との連絡体制を確立し、防止対策を行います。 

（２）自治会並びに地域住民と連携し、パンフレットによる適正排出などを促す、啓発に努

めます。 

（３）不法投棄監視パトロールを強化します。 


